
平成３０年度第１回京都市自動車運送事業管理の受委託の受託者選定委員会 摘録 

○開催日時 平成３０年５月２８日（月）午前１０時～午前１０時４０分 

○開催場所 交通局３階 大会議室１ 

○次第 

１ 開 会 

 ２ 委員紹介 

 ３ 定足数確認 

 ４ 委員長等決定 

 ５ 事業概要の説明 

 ６ 審議事項 

⑴ 管理の受委託の受託者募集要項について 

⑵ 管理の受委託の受託者選定基準及び選定方法について 

 ７ その他 

○配布資料 

資料１ 京都市自動車運送事業管理の受委託の受託者選定委員会 委員名簿 

資料２ 京都市自動車運送事業管理の受委託の受託者選定委員会 配席図 

資料３ 京都市自動車運送事業管理の受委託に係る関係法令集 

資料４ 管理の受委託の概要及び委託の経過について 

審議事項⑴ 京都市自動車運送事業管理の受委託の受託者募集要項（案） 

審議事項⑵ 京都市自動車運送事業管理の受委託の受託者選定基準及び選定方法（案） 

○公開・非公開の別 一部非公開 

 京都市情報公開条例第７条に規定する非公開情報を含むため 

○出席者

京都市自動車運送事業管理の受委託の受託者選定委員会委員５名 

 （井戸勇貴委員，川元麻衣委員，瀬川誠委員，古庄ゆかり委員，平賀徹也委員） 

【議事内容】 

１ 開 会 

＜事務局＞ 

本委員会は，京都市附属機関の設置等に関する条例に基づく附属機関で，自動

車運送事業における管理の受委託の受託者の選任に関する事項について，京都市

公営企業管理者交通局長からの諮問に応じて，調査，審議いただくこととしてい

る。 



本日の第１回委員会では，管理の受委託の受託者の「募集要項」と「選定基

準」について御審議いただく。 

なお，本委員会については，原則公開としているが，本日の審議内容のうち，

「選定基準」に係る審議については，具体的な審査内容・配点など，候補者の選

定に大きく関わる事項であり，京都市情報公開条例第７条に定める非公開情報で

あることから，非公開とさせていただく。 

２ 委員紹介 

  資料１及び資料２に基づき，委員を紹介 

３ 定足数確認 

 京都市自動車運送事業管理の受委託の受託者選定委員会規程（以下「委員会規

程」という。）第４条第３項に基づき，本日の会議が有効に成立することを確認

した。 

４ 委員長等決定 

委員会規程第３条第２項に基づき，委員の互選により井戸委員を委員長に選任

した。続いて，委員会規程第３条第４項に基づき，委員長に事故があった際にお

ける職務代理者に，井戸委員長が古庄委員を指名した。 

５ 事業概要の説明 

 ・ 事務局から資料４の説明 

 ・ 質疑応答 なし 

６ 審議事項 

⑴ 管理の受委託の受託者募集要項について 

・ 事務局から配布資料審議事項⑴京都市自動車運送事業管理の受委託の受託

者募集要項（案）の説明 

・ 審議 

＜委員＞ 

 募集要項の別紙３の１３番目の財務諸表に，法人税の申告書と勘定科目内

訳書も追加してほしい。 

＜委員長＞ 

   ただ今の意見について，事務局としてはいかがか。 

＜事務局＞ 

 提出書類に加えさせていただく。 

＜委員＞ 

様式９の事業計画書の「８ お客様サービス水準の確保」の「⑷ 社員の

資質向上に向けた資格取得等の取組」は，資格の取得状況を記載する様式と

しているが，それとは別に，例えば，社内で語学を勉強するような取組など，

社員のモチベーションを上げるような，資格取得以外の取組についても書く



欄を設けてはどうか。 

   ＜委員長＞ 

   ただ今の意見について，事務局としてはいかがか。 

＜事務局＞ 

取り入れさせていただく。具体的な記載内容については，御相談させてい

ただきたい。 

   ＜委員長＞ 

具体的な修正の中身については，委員長に一任いただくようお願いする。

異議がないようなので，当委員会としては，「募集要項」について，修正の

うえ適当と認めることとする。 

⑵ 管理の受委託の受託者選定基準及び選定方法について 

・ 京都市情報公開条例第７条に定める非公開情報を含むため，審議は非公開

とした。 

・ 事務局から配布資料審議事項⑵京都市自動車運送事業管理の受委託の受託

者選定基準及び選定方法（案）の説明

・ 審議の結果，管理の受委託の受託者選定基準及び選定方法を決定した。

７ 閉会 

今後の開催日時を確認し，閉会した。 

以上 


